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午前９時３０分 開会 

 

○委員長（秋元美智子君） 

  皆様おはようございます。ここにいらっ

しゃる多くの方々が、コロナのワクチンの

接種に中心になって動いていらっしゃる

方々と思っております。国のほうも、なか

なか思った以上に段取りよく進まなくとな

りますと、やっぱり各自治体、そして皆様

のお仕事もなかなか思ったように進まなく

て、御苦労多いかと思います。 

  そういった中で本日の委員会となります。

できる限り私どものほうもスムーズに進め

ていきたいと思いますが、簡単明瞭な答弁、

よろしくお願いいたします。 

  では、簡単ですけど、座らせていただき

まして、委員会進めたいと思います。よろ

しくお願いします。 

  ただいまの出席委員は６名であります。

定足数に達しておりますので、福祉教育常

任委員会を開会いたします。 

  新型コロナウイルス感染症対策で、委員

間の距離を取るため通常の席から変更して

おります。皆様にはマスクの着用をしてい

ただいておりますが、発言の際にもマスク

の着用のままでお願いいたします。 

  また、傍聴につきましては、スペースの

関係上、第１会議室にて音声傍聴の形を取

らせていただきますので、御了承願います。 

  また、委員会の開会に当たりまして、町

長より御挨拶がございます。お願いいたし

ます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  皆様おはようございます。 

  本日は、大変お忙しいところ、お集まり

いただきましてありがとうございます。 

  今日はちょっと涼しいですけれども、昨

日のニュースを見てますと、桜の開花が大

阪では３月の２０日ぐらいということにな

っておりますけれども、私の希望するとこ

ろ、子どもたちの入学式のときには、ぜひ

満開のままで残ってほしいなという願いで

ございます。 

  今日、委員長のほうからも御紹介があり

ましたけれども、昨日、本町のほうにもデ

ィープフリーザーが到着したいうことでご

ざいますけれども、まだワクチンの量、そ

ういうところがまだまだ決まっておりませ

んけれども、しっかりと職員のメンバー、

日々詰めさせていただいておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

  では、本日の審査よろしくお願いいたし

ます。ありがとうございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の審査日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  １．令和３年豊能町議会３月定例会議付

託案件についてを議題といたします。第８

号議案、豊能町国民健康保険条例改正の件

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  桑原保険課長、お願いいたします。 

○保険課長（桑原康男君） 

  おはようございます。保険課、桑原です。 

  それでは、第８号議案、豊能町国民健康 

保険条例改正の件につきまして、提案理由

の説明をいたします。 

  本件につきましては、国民健康保険法施

行令等の一部を改正する政令による国民健

康保険法施行令の改正に伴う改正、その他

の規定の整備を行うものでございます。 

  それでは、概要及び新旧対照表も併せて

御覧ください。 

  今回の主な改正は、上位法令等の改正に

伴うもので、国民健康保険料の基礎賦課限

度額の引上げ及び低所得者に係る保険料軽
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減判定所得の算定方法の改正でございます。 

  まず、保険料の基礎賦課額に係る基礎賦

課限度額を現行の６１万円から６３万円に。

介護納付金賦課限度額を現行の１６万円か

ら１７万円に、それぞれ引き上げるもので

ございます。 

  これは、国において、社会保障制度改革

推進法の規定に基づき、保険料に係る国民

の負担に関する公平の確保に係る措置とし

まして、国民健康保険の保険料の賦課限度

額の引上げ及び低所得者の保険料の負担の

軽減について検討を加え、必要な措置を講

ずることとされており、その結果に基づい

て見直しがされたものでございます。 

  次に、低所得者世帯に対する保険料の賦

課における被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の減額に係る所得判定基準について、

当該世帯に給与所得者等が２人以上いる場

合には、当該基準額に給与所得者等の数の

合計数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加えることとするものでござ

います。 

  これは、国民健康保険は、所得額２００

万円以下の加入世帯が７割以上占めてると

いうことなどで、全国的に低所得者層が多

いことが特徴です。 

  そのため、低所得者層の負担を軽減する

ことを目的としまして、国民健康保険法施

行令に基づき、一定の所得以下の世帯に対

して保険料を軽減して賦課を行っています

けれども、賦課の判定は、基礎控除を引く

前の世帯総所得によって行っておりますの

で、さきの税制改正における個人所得課税

の見直しによりまして、給与所得控除を公

的年金控除もですが、一律１０万円引き下

げ、基礎控除の控除額を１０万円引き上げ

ることとされたことに伴いまして、給与収

入や年金収入を得ている場合には、基礎控

除を引く前の所得、それでは、１人当たり

１０万円の所得増となるので、その結果、

対象から外れてしまう可能性が出てきます。

そういったことのないように、算定式の見

直しを行うというものでございます。 

  次に、３としまして、傷病手当金の支給

に関する新型コロナウイルス感染症の定義

につきまして、新型インフルエンザ対策特

別措置法の改正に準じて改正を行うもので

ございます。 

  これは、新型コロナウイルス感染症につ

いては、感染症法附則の第１条の２の規定

によって新型インフルエンザ等とみなして

法の規定を適用しておりましたけれども、

このたびの感染症法の改正によりまして、

当然に新型インフルエンザ等として法の対

象となるということに改められましたので、

もともとありましたみなし規定にあります

法附則の第１条の２が不要になりましたの

で、削除された。 

  条例では、その附則の１条の２を引用し

ておりましたので、削除された条文を引用

しててはいけないので、これを改正の必要

が生じたというものでございます。 

  なお、附則としまして、この条例の施行

は令和３年４月１日とし、定義規定の改正

は公布の日から施行することといたします。 

  次に、本件条例改正に関連しまして、令

和３年度に国保料の改定につきまして、先

月行われました国保運営協議会の答申を得

まして、このたび改定することとなりまし

たので、御説明のほうさせていただきます。 

  まず、国保制度改革によりまして、国保

財政運営の責任主体が都道府県に移りまし

た。 

  大阪府は、毎年度、国民健康保険事業費

納付金を決定します。これには、各市町村

の医療費水準及び所得水準を反映させます。

これとともに、標準保険料率も算定するこ

ととされております。 
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  各市町村は、標準保険料率を参考に保険

料を決定いたします。 

  本日お配りさせていただきましたこちら

の資料、右上に委員会資料が載っておりま

す。こちらに基づきまして、説明のほうさ

せていただきたいと思います。 

○委員長（秋元美智子君） 

  申し訳ない、どのページか詳しくお願い

します。 

○保険課長（桑原康男君） 

  順番に持ってきます。 

  まず、説明資料の１ページを御覧くださ

い。 

  大阪府の定める保険料率のこのたびの主

な変動要因としましては、算定上の推計被

保険者数の減少。 

○委員長（秋元美智子君） 

  座ってどうぞ説明してください。 

○保険課長（桑原康男君） 

  座って説明させていただきます。 

  算定上の大阪府の定める保険料率のこの

たびの主な変動要因について、上の表に書

いてございます。 

  この要因としましては、算定上の推計被

保険者数の減少、医療費単年度の伸び、そ

して、算定上の一人当たり費用についてが

ありまして、増要因としては、保険給付費

の自然増、保険料減免の増、財政安定化基

金への繰入金がありまして、減要因としま

しては、激変緩和全面拡大による公費の増、

前期高齢者交付金の増、介護納付金の減に

よるものとされています。 

  激変緩和全面拡大とありますのは、府の

国民健康保険運営方針におきまして、今ま

で個別激変緩和措置として該当する団体に

対して出ておりました財源を納付金の算定

に活用することとされたものでございます。 

  下の大阪府が示しました豊能町の国民健

康保険事業費納付金、下の表のところが、

７億4,１７５万5,０００円となっておりま

す。令和２年度事業費納付金が７億6,９９

６万9,０００円でしたので、2,８２１万4,

０００円の減となっております。この事業

費納付金から一般会計繰入金等6,６１６万9,

０００円を引いた６億7,５５８万6,０００

円が保険料での収納必要額となります。 

  １枚めくっていただきまして、上の段、

改定案としまして、基金積立金、繰越金を

活用し、豊能町独自の激変緩和措置を実施

し、被保険者の利益を少なくする。 

  また、令和６年度の府統一保険料に備え、

令和３年度一人当たり保険料収納見込額を

算出し、毎年一定割合引き上げることとし、

保険料収納必要額６億7,５５８万6,０００

円に対し、基金繰入金及び繰越金を活用し

た町激変緩和措置2,５９４万8,０００円を

活用し、保険料収納見込額６億4,９６３万8,

０００円とし、その結果、１人当たり収納

見込額は１５万3,９２１円となり、前年度

比2,２２９円の増の見込みとしております。 

  下のグラフは、１人当たりの収納必要額

の推計になります。あくまでも現時点での

推計ということになりますが、標準料率と

ありますのが、大阪府統一保険料率で算出

した１人当たりの収納必要額になります。 

  真ん中の府激変緩和とありますのが、大

阪府が府の人に対して措置する激変緩和措

置後の収納必要額となり、グラフの濃くな

っている部分の上の線、それがこれを表し

てございます。 

  令和２年度までは３段階になりましたが、

令和３年度からは、大阪府の個別の措置が

ないため、町激変緩和との２段になってお

ります。 

  その濃い部分の下の線まで引き下げてい

るのが、町の激変緩和措置でございます。

これが徐々に少なくなっていきまして、令

和６年度には統一の保険料の推計となって
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おります。 

  あと、令和４年度からの推計につきまし

ては、さらに伸びていくことが予想される

ところでございますけれども、今年度はコ

ロナ禍によって、一昨年の推計値を用いら

ざるを得なかったことなど具体的な見込み

が困難でありますことから、やむを得ず、

増加を見込まない方法で作成をしたもので

ございます。今後、それが明らかになりま

したら、置き換えていくものでございます。 

  次のページを御覧ください。 

  今回の改定案で算定した令和３年度豊能

町の保険料率の改正案と令和２年度の保険

料率の比較の表になってございます。 

  括弧の数値につきましては、下の令和２

年度との差を表しております。 

  医療分、後期分、介護分とそれぞれ改定

を行いまして、合計として所得割が0.３４

ポイント、均等割が2,３００円、平等割が1,

１００円の増となっております。 

  ページの下の２段は、今回の改正案と大

阪府の統一保険料率の比較の表になってご

ざいます。 

  括弧の数値につきましては、統一保険料

率との差を表しております。 

  合計として所得割が0.４７ポイント、均

等割が2,６３１円、平等割が７２８円の差

となっており、急激な保険料の増額を抑え

ておるところでございます。 

  次の最後のページは、具体的なモデル世

帯の保険料年額の比較表になっております。

上の表が４０歳から６４歳と６５歳から７

４歳の一人世帯の試算になります。 

  左から、Ｒ２現行とありますのが、令和

２年度の豊能町の保険料率で付加した金額、

Ｒ３統一保険料率は、令和３年度の大阪府

の統一保険料率で出した金額、Ｒ３改定案

は、改定後の保険料率で付加した金額をそ

れぞれ試算した保険料となっております。 

  下の括弧の金額につきましては、現行の

令和２年度の保険料との差の金額となって

おります。 

  ３段目は、６５歳から７４歳の夫婦２人

世帯、一番下の表が４０歳から６４歳の夫

婦と、子供２人の４人世帯の試算表となっ

ております。 

  Ｒ３改正案では、４０歳から６４歳の１

人世帯で1,０００円から9,１００円、６５

歳から７４歳の１人世帯で４００円から6,

５００円、６５歳から７４歳の夫婦２人世

帯で４００円から6,６００円、夫婦と子供

２人の４人世帯では、5,３００円から１万8,

４００円のそれぞれ増額となる試算となっ

ております。 

  説明は以上でございます。御審査いただ

きまして、御決定賜りますようよろしくお

願いします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これより、本件に対する質疑を行います。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  説明の分とこの議案の分と何かごっちゃ

になって、何が何か分からんようになって

るんだけど、ここの議案の分で説明の１番、

基礎賦課限度額を６１万円から６３万円に

なる、２万円限度額が増えたよ、取れるよ、

要するに増になるわけ、保険料の。 

  それと、その２番目に低所得世帯に対す

る減額の話があって、まず、低所得者とは

何かという定義がいろんな保険、医療保険

や介護保険でそれぞれ違うの、一緒なん。

定義。 

○委員長（秋元美智子君） 

  お願いします。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  定義はそれぞれまた異なってきます。 
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  国民健康保険の場合は世帯ごとに見ます

ので、介護保険の場合は一人ずつで所得で

見ますけれども、世帯が非課税かどうかと

いうのがまず条件としてあるんですけれど

も、国民健康保険の場合は、世帯員の所得、

それぞれ合計していきます。なので、定義

は異なっているものでございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  この表に軽減判定所得と書いてますよね。

世帯全員の所得の合計が基準額以下の世帯

については医療分、後期高齢者支援分、介

護保険料の平等割と均等割を軽減と書いて

るけども、３つあるということですか、３

つ、それをこの医療保険の中に組み込んで

るという意味ですかね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  今日お配りしました資料のこちらの１枚

めくっていただいたところです、これが分

かりよいかと思います。このページ、よろ

しいですか。 

  この一番上で、グラフのある表の右側の

上を見ていただいたら、この表にあります

とおり、国民健康保険料の算定には、医療

分、後期分、介護分がございます。所得に

応じて計算しますと所得割で、均等割、平

等割というふうになっております。 

  保険料の算定につきましては、この３種

類を組み合わせる形で算定をいたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  ３つを医療分としてとって、後期高齢者

支援分かな、それも取って、介護保険分も

取ってる、そういう意味ですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  お願いします。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  介護分につきましては、４０歳以上６５

歳までの方が対象になるということでござ

います。 

○委員長（秋元美智子君） 

  小寺委員、どうぞ質問進めてください。 

○委員（小寺正人君） 

  だから、４０歳から６４までがこの３つ

を一気に請求してきてる、そういう意味や

ね。６５超えると、介護分は年金から天引

きしてると、取ってるわけね。 

  そうすると、医療分と後期高齢者負担分

を請求してるとそういう意味やね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  今の質問でよろしいですか。そうかどう

かだけはお返事してください。立って。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  委員のおっしゃるとおりで結構です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  どうぞ、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  それでそこの表を見ると、議案書の説明。

それで低所得者は引いてあげるよ、計算し

た中から、そういう表だけども、改正前と

改正後の金額に当然差があるんですけど、

どう見たらいい。 

  改正前で見たら、７割軽減しますよ、５

割軽減しますよ、２割軽減しますよいうほ

うが大きいことない。これはどう見たらい

い。 

○委員長（秋元美智子君） 

  この表の見方ですね。 

  桑原保険課長。 
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○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  軽減が７割になりますので、負担が３割

になります。５割軽減の場合は５割。２割

軽減の場合は８割の負担になるということ

ですので、７割軽減が最も３０％で済むの

で、軽限度が大きいということです。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これぱっと見たときに、本当に安くなっ

てるのかしらというような思いがあったも

んですから、小寺委員、同じじゃないかと

思いますけれども、お願いします。どうぞ、

手を挙げてお願いします。 

○委員（小寺正人君） 

  金額を７割のところを７割軽減してもら

える人が、改正前は３３万円を、控除の額

が１０万円たくさん見てると、そういう意

味やね。 

  ２割のとこを見たら、６３万円、そうか、

５２万、何ぼ差がある。控除額。 

○委員長（秋元美智子君） 

  控除される額ですね。まず確認しますけ

ど。 

  ここに書かれているものは、俗に所得か

ら控除される分を書かれてるのかしら。そ

このところを、もし違ってたら、また説明

お願いします。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  ここは基準額を書いております。この所

得以下であれば、それぞれが該当するので、

改正前で見ていただくほうが分かりよいん

ですけれども、７割、５割、２割と下に行

くほど額が大きくなっているということは、

その額を下回ると、それが適用どんどんさ

れていくというふうに思っていただけたら

と思います。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほかの方ちょっと先に。 

  今のことでほか質問ある方いらっしゃい

ますか。よろしい。 

  じゃあ、小寺委員、お願いします。 

○委員（小寺正人君） 

  軽減を７割削減しますよ。５割削減しま

すよ。２割削減しますよ。低所得者の人。

じゃあ、低所得者にならないというのは、

ゼロ割というところは幾らになるんです。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  基準額を超えた場合は、軽減なしの元の

保険料になるという。 

  ですので、またこちらに戻っていただく、

この分になったと。世帯の構成員とか年齢

に応じて、最後のページの試算表ですね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいです。 

  基の基準額は決まっていまして、そして

こちらにあるように、軽減率はこうなって

いますよというふうな今までの御説明です

ね。 

  ほか、ございますでしょうか。 

  どうぞ、永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  おはようございます。永谷です。 

  豊能町の改正案で、激変緩和措置案を実

施した場合の保険料収納見込額、実質は一

番左の金額が欲しいんですけれども、見込

額は少し下がって、町激変緩和措置額は2,

５９４万8,０００円足りませんよ。これは

一般会計から繰入れという解釈でいいと思

いますが、いかがですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  そうですね、前のこちらのページの下の

左側の黒く塗った部分、これで賄うという
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ことでございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  その下に、一人当たり収納見込額が、前

年度比プラス2,２２９になってるんですが、

これは平均なんですかね。１人この金額な

のか、多分平均だと思うんですが、その点

についてお伺いします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  平均を人数で割った、総額を人数で割っ

て、平均出している分になります。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 

  ほかございますでしょうか。 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  高尾です。 

  この頂きました表紙開けて３ページ目で

すかね、令和３年の豊能町国民健康保険料

案と令和３年の統一保険料率というところ

なんですけれども、これは豊能町の改定案

と、市町村標準保険料率（大阪府統一保険

料率）というふうに表があるんですけれど

も、豊能町がこういう軽減の努力をしてい

るいう分については理解できるんですけれ

ども、この大阪府統一保険料率に結局はこ

れ同じになるんですよね。その点ちょっと

教えて。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  令和６年度に大阪府の統一保険料にしま

して、府内どこの市町村におきましても、

同じ保険料という形になるものでございま

す。 

○委員長（秋元美智子君） 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  統一されるときに、どことも統一される

ときには、それぞれの自治体で負担分とし

て払ってますよね。何千万かな。その分は

こういうところで緩和されるように、６年

間の緩和というところで使われるんだと思

うんですけれども、しかし、これは豊能町

が考えている金額とは全く違うなというふ

うに思うんですけれども、この点で保険料

は結局今おっしゃったように、この統一料

金になるということですけれども、２００

万円の収入がある方いうのは、大変厳しい

状態の方が多いんですよね。アルバイトや

パートで働いてる方が多い中で、やはり軽

減されるといえども、こういう値上げされ

てる保険料、この点で大変厳しいんですけ

れども。 

  去年のことで申し訳ないですけれども、

去年から今年にかけて、コロナで減収があ

ったということでのそういう申入れという

のはたくさんおられるんじゃないかと思う

んですけど、その点はどうですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  今年度、令和２年度でコロナウイルスの

感染症の影響によりまして収入が減少した

場合には、国民健康保険料の減免措置を行

っております。 

  現時点で４７件の申請がございまして、

約８８０万円の減免額となっております。

この額につきましては、国のほうで措置を

していただけるということになっておりま

す。 

○委員長（秋元美智子君） 
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  よろしいですか。 

  ほか、ございますでしょうか。 

  どうぞ。高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  今おっしゃったように、減免されている

ことは分かりました。 

  しかし、国保料は毎回上がっていってる

ということで、緩和されているといえども、

上がっていっているという状況がこれずっ

と続いておりまして、大阪府の国民健康保

険料は全国一高いんですね。こういうのを

一番乗りで統一保険料にしたいうのが、そ

の原因なのかどうか分かりませんけれども、

私は大阪府は全国で一番というのを見まし

て、本当にびっくりしました。こういう点

では、こうした要因というのはつかめてお

られますか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  議題とは離れますけど。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  それは全国的なことでは分かりにくいか

も分かりませんけれども、要因は保険給付

を使う人が多いからということになるんか

もしれませんけど、その点いかがですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  すみません、ちょっと議案とはあれかも

しれませんけど、御参考までに、もしつか

んでいたら、お願いします。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  大阪府に限っての分析というのをちょっ

と今資料が手元にないので分からないんで

すけれども、やはり国民健康保険の制度上、

お勤めされてない方とか、退職なされた方

とか、高齢の方も加入が多ございます。 

  そうすると、収入が少ない、また医療を

必要になられる方がやはり高齢者の方が多

いということございまして、そういった要

因から国民健康保険の財政基盤というのは

かなり弱いものになります。それを補うよ

うに、国・府・市町村にそれぞれ負担をす

るところでございますし、ほかの社会保険

料のほうからも支援をいただいているとい

うことでございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか、質問ございますでしょうか。よろ

しいですか。なければ終結しちゃいますけ

ど。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  収入の少ない方には、今回のコロナ対策

で減免はされておりますけれども、毎回上

がっていくいうことに関しては反対でござ

います。 

  国の補助率ももっと上げていくことが重

要やと思いますので、その点についてはぜ

ひ要求していっていただきたいと思います。

それをお願いいたしまして、この案件につ

いては反対といたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか討論ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。本件は原案の

とおり可決と認めることに賛成の方は挙手

願います。 

（多数挙手４：１） 

○委員長（秋元美智子君） 

  挙手多数でございます。よって第８号議

案は原案のとおり可決されました。 

  第９号議案、豊能町介護保険条例改正の

件を議題といたします。 
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  提案理由の説明を求めます。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ごめんなさい、最初から、もし長くなる

ようでしたら、どうぞ座ってお願いいたし

ます。 

○保険課長（桑原康男君） 

  失礼して、座って説明させていただきま

す。 

  第９号議案、豊能町介護保険条例改正の

件につきまして、提案理由の説明をいたし

ます。 

  今回の改正は、第８期介護保険事業計画

期間であります令和３年度から令和５年度

までの３年間について、介護保険の適正な

運営を図るために、第１号被保険者の介護

保険料率を改定するとともに、健康保険法

施行令等の一部を改正する政令により介護

保険法施行令の改正に伴う既定の整備を行

うものでございます。 

  それでは、概要及び新旧対照表を御覧く

ださい。 

  まず、保険料率の期間を令和３年度から

令和５年度までに改めます。 

  次に、第７条の各号になります。第１号

から順に各段階における保険料率となりま

して、第７期と同様１２段階とし、概要、

こちらの右側の表の額にそれぞれ改めるも

のでございます。 

  括弧内の額は、改定前の保険料率の額で

ございます。 

  第７段階と第８段階との、または第８段

階と第９段階との各段階の境目となる基準

所得額については、介護保険法施行規則の

改正より２１０万円と３２０万円にそれぞ

れ改めるものでございます。 

  また、第８段階と第９段階の基準額に対

する割合については、第６期計画において

激変緩和のため、国の基準を下回る値とし

ましたが、保険料基準額の上昇を抑えるた

め、国の基準に近づくよう、第７期計画か

ら段階的に見直しを行っておりまして、第

８期計画期間においては、第８段階の基準

額に対する割合を国基準が1.５のところを1.

４５、第９段階では、国基準1.７のところ

を1.６５にそれぞれ第７期計画から0.０５

ずつ国基準に近づくよう割合を定めており

ます。 

  次に、低所得者に係る軽減措置としまし

て、概要右側の下の表、第１段階の被保険

者の保険料率を１万9,９７８円、第２段階

は２万9,９６７円、第３段階は４万6,６１

６円にそれぞれ改めるものでございます。 

  概要、左側の中ほどの丸の２番目、合計

所得金額に給与取得又は公的年金等に係る

所得が含まれている者の保険料率の算定に

関する基準の特例につきましては、さきの

税制改正における個人所得課税の見直しに

より、給与所得控除と公的年金控除額を一

律１０万円に引き下げ、基礎控除の控除額

を１０万円に引き上げることとされたこと

に伴い、給与所得または公的年金等に係る

所得が含まれてる方の保険料の算定に係る

合計所得金額について不利益が生じないよ

う、特例を追加するものでございます。 

  なお、この条例は令和３年４月１日から

施行し、改正後の保険料率の推移は令和３

年度以降の年度分の保険料から適用するも

のといたします。 

  続きまして、本日お配りしております資

料によりまして、保険料の算出と今後の基

金の活用につきまして説明をさせていただ

きます。 

  お配りしております資料、第８期豊能町

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の概

要版（未定稿）、この最後のページの裏面
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を御覧ください。 

  なお、この事業計画につきましては、現

在その内容につきまして、最終の大阪府と

の協議に入っておりまして、今年度中に策

定を終えることとしておりますので、現時

点では未定稿となっておるものでございま

す。 

  第１号被保険者の保険料基準額は、計画

期間における標準給付費見込額や地域支援

事業費等により算出した保険料収納必要額 

を所得段階別加入割合補正後被保険者数で

割ることにより算出しました。 

  １ページ、戻っていただきます。こちら

のページですね。 

  ６ページの先ほどの標準給付費見込額は、

上から３つ目の表の一番上、標準給付費見

込額、ございましたでしょうか。その下に

地域支援事業費がございます。 

  これら２つから次の第１号被保険者負担

分相当額を計算しますと、３行目の数字に

なります。それに調整交付金相当額と見込

額の差を加えて、下から５行目に介護給付

費準備基金取崩額1,２３０万円、これを控

除した額が保険料収納必要額となるもので

ございます。ここに基金を活用しまして、

保険料の上昇の抑制をしているところでご

ざいます。 

  もう一つの資料、こちら一枚物のグラフ

のあるほうの資料。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ちょっとお待ちください。これですね。

はい。 

○保険課長（桑原康男君） 

  ありますでしょうか。 

  基金の活用シミュレーションにつきまし

て、事業計画にもこの表を用いて説明を載

せる予定としております。 

  読み上げますと、第７期計画期間中につ

いては安定的な介護保険運営を行っており、

給付費に充てられなかった保険料を介護保

険介護給付費準備基金として積立て、令和

２年度末の準備基金残高の見込額は６億3,

６００万円程度となっています。 

  第８期計画では、保険料を引き下げるた

め、準備基金から1,２００万円程度の取崩

しを行います。残りの準備基金については、

今後、高齢者人口や保険給付の増加等に伴

う急激な保険料の上昇を調整する財源とし

て活用していきますとしております。 

  下のグラフの見方なんですけれども、棒

グラフが基金の残高を表しております。左

端の第７期の残高、６億3,６００万円から

右端のほう、１４期で4,８００万円まで段

階的に取り崩していく計画をしております。 

  右上がりの折れ線グラフのうち、点線の

折れ線グラフは、保険料の推計値を表して

おります。 

  見ていただきましたら、１２期から上昇

幅がきつくなっております。１４期では、

見ていただきますと、月額8,３２０円の推

計となっております。 

  このような上がり幅を抑制して、実線に

ありますグラフのような上がり幅に調整す

るために基金を活用するものでございます。 

  そのために、将来第１２期以降、取崩し

額が多く必要になりますので、次の第８期

では、余り取崩しを行わない方向で計画を

しているというものでございます。 

  説明は以上です。御審査いただき、御決

定くださいますよう、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これより、本件に対する質疑を行います。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  引き下げいうのはもう微々たるもんやね、

３５円とか。そんなもんやな。１年間に３

５円ですか。 
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○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  こちらに表示してますのが月額ですので、

掛ける１２で４２０円、それでも余り大き

くはないですけれども、が年間の額になり

ます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  議案の説明の表がありますね、ここで令

和３年度から５年度までの保険料率につい

て書いてあるわけね。 

  これで決めましたよといいながら、その

下に、低所得者に係る保険料の軽減をしま

す。この表の中の１段階、２段階、３段階

の人は引き下げますよと、そういう意味で

いいんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  第１段階は国基準、もともとの政令の基

準で0.５のところを基準額0.３の掛ける基

準額に0.５を掛けて出していたものが、0.

３を掛けるというふうに変える。第２段階

が、0.７のところが0.４５。第３段階が、0.

７５のところを0.７というふうに軽減措置

をするものでございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  表を見ていって、左側の端っこ、世帯で

非課税、それから横線、区切りがあって、

その下に住民税課税、住民税非課税と住民

税の課税者はこの１、２、３段階のところ

で線が入ってるのやね。その横に、今度は

本人になるのかな、本人の非課税と本人の

住民課税でまた区切りが第５段階のところ

に来てるよね。 

  ５段階のところが基準額か、何かこの世

帯の非課税と本人の非課税と分けてるのは

何の意味ですか。 

  住民税の非課税が２つあり、住民税の課

税が分かれてるでしょう。何のためにこう

いう表示になっているのかをまず。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  介護保険はそれぞれの方で御負担いただ

いております。 

  例えば、御夫婦で御主人と奥さん、奥さ

んが今お勤めとかされてなくて、収入が少

なかった場合に非課税ですよ、ただ御主人

は課税ですよという場合と、御主人も奥さ

んも収入が少なくて、両方非課税という場

合のその保険料の負担の能力といいますか、

それの適正じゃないですけど、それが違い

がございますので、そういった段階が設け

られるというものでございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  もし３人いてはる、世帯に。３人とも非

課税になってる。ほなら、これ世帯として

非課税なのか、こっち側の本人じゃなし、

どっちに当たるの、これ金額的に何か分類

がどっちにいくの。 

  要するに、一番下の低所得者に係る保険

料軽減というのが、左側の非課税の人だけ

ですよね。 

  そやけど３人おって、世帯にね、３人と

も非課税なんやけど、これがもうちょっと

これでいうたら８０万円超のところまで来

てしまうと、低所得者に係る保険料の軽減

は受けられないとそういうふうになってる
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の。 

○委員長（秋元美智子君） 

  分かりました、質問。お願いします。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  ちょっと表の見方の問題ですけれども、

一番左側が世帯です。世帯全体で非課税で

あれば、もう一番上の第１段階から第３段

階までのいずれかしかないです。 

  世帯のうちどなたかが課税者であれば、

この第１段階から第３段階に該当しないの

で、第４段階以降で分類になるという仕分

です。 

  一番左から２番目のが、本人が非課税か

住民税課税の分類になっています。 

○委員長（秋元美智子君） 

  大変ですね、計算も、聞いてると。 

  お願いします、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  １つ、インターネットの世界でこれを説

明してる人がおるねん。結構人気があると

かいうて、聞いても分からんかったけども、

２１０万円の壁がある、そこを超えるか超

えへんかで、いろんなところの負担率が変

わる。 

  だからこの２１０万円をしっかりにらん

でいろんな行動をとらなあかんとかいう、

インターネットの中で、専門家何か知らん

けども、言ってる人がおるけど、どういう

ことを言ってるのかな、ここに段差がある

よね。第７段階と第８段階に1.３０から1.

４５の、ここを超えてしまうと一気にぽん

と上がる、これについてはそうやわね。負

担率ほかのところも何か影響を受けるよう

な、言うてることは僕はよく分からなかっ

たけど、何か特別なあれがあるんですかね、

２１０万円という。 

○委員長（秋元美智子君） 

  すみません、ちょっと議案とは離れるか

もしれませんけど、御参考までに、簡単と

は失礼な言い方ですけれども、御説明でき

るようでしたら、お願いいたします。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  ちょっとネットで２１０万円と言われて

るのは見ておりませんので、どれのことか

ちょっとお答えするのは難しいかと思いま

す。 

  ただ、今回のこの２１０万円というのは、

以前２００万円で段階にか次に上がってた

のが２１０万までに上がりましたので、そ

の分は緩和されてるというものでございま

す。 

○委員長（秋元美智子君） 

  この議案に関しての御質問で、ほかござ

いますか。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  このところに段差があるよねという話、

何であるんですかね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  その辺については、ちょっと明確なお答

えというのはちょっと用意できません。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほかございますでしょうか。 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  高尾です。 

  これ頂いた資料で、介護保険の給付準備

基金ですけれども、今回、６億3,６００万

円ほどが積み立てられてる予定とかいうこ

とですけれども、この使い方示してありま

すけれども、この１期３年、これで平均的

にどれぐらい準備基金いうのがたまってき
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ているのか、それは計算されております。 

○委員長（秋元美智子君） 

  答えられる範囲の中でお願いします。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  平均でいいです。 

○委員長（秋元美智子君） 

  お願いします、桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  ３年間で約２億8,０００万程度ですので、

３年度で１億弱積立てされてるものでござ

います。 

○委員長（秋元美智子君） 

  それは７期ですね。 

  お願いします、桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  そうしましたら、平成２６年度から、基

金の残高の推移について御説明させていた

だきます。 

  ２６年度で１億4,６００万、２７年度で

１億8,６００万、２８年度が２億5,４００

万、２９年度が３億4,８００万、３０年度

が４億2,９００万、残高です。 

（発言する者あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  分かりました。 

○保険課長（桑原康男君） 

  令和元年度が５億4,４００万がそれぞれ

の残高です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  どうぞ。高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  大変皆さんの健康志向で、これだけの準

備基金が貯められてるということなってお

るわけですけれども、これは国にとっても

ほくほくですよね、これだけ元気な自治体

があるいうことでは助かってるわけですよ

ね。これが調整交付金にも反映してるんじ

ゃないかと思うんですけど、その点は全く

ないのか、あるのか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  お願いします。桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  調整交付金につきましては、住民の方々

の収入が高い、所得割階層が高いので、比

較して余りもらえていないというのが現状

でございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  関係ないということですね。 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  余り細かいことを言うのは分からなくな

ってしまいますので、今回こういう基金を

示していただいて、大変豊能町にとっては

ありがたいんじゃないかなというふうに思

うんですけれども、しかし、今これだけの

基金がたまってるいうことでは、全国では

今回据置きしているところが多いんですよ

ね。これはコロナ禍の影響での据置きいう

ことが大方なんですけれども、豊能町の場

合は、今後の高齢化という今示してありま

すように、１４期目のところで多く要るい

うことで、これを有効に使おうということ

なんですけれども、据置きということは、

お考えにならなかったのかどうか、1,２０

０万円のみ取り崩すいうことでの今回の保

険料になってるんですが、その点、お伺い

します。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  将来の負担に備えたいというのが第一の

目的です。 

  でも、基金につきましては、一定額、次

の計画期間における保険料の抑制に用いる
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ということをしたいので、今回はこの額を

示させていただいたということでございま

す。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これまでずっと将来のために基金は積ん

でおくという方針で町は来て、でも、今回

基金一部取り崩しましたね。これが切り崩

していく入り口と理解したらよろしいです

か。 

  この表もこうありますけれども。そこだ

けお願いします。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  委員、おっしゃるとおりでございます。 

  今後、こういったシミュレーション、場

合によってはもっと保険料厳しい状態にな

っていくことが考えられます機会に備えた

いと。 

○委員長（秋元美智子君） 

  使っていくということで、方針転換して

るということで、分かりました。 

  ほかございますでしょうか。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  永谷です。 

  今回の第８期の計画を今頂いております

けれども、第７期がそろそろ３月末で終わ

りますよね。これやっぱり町の中でこの３

年間の計画を遂行してきて、総括といいま

すか、事業評価、いい面、悪い面あると思

うんですけれども、簡単にその点について

お伺いしたいと思います。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  それでは、第７期のことと、この計画の

ことを説明するに当たりまして、こちら保

険料説明に使わせていただきました資料、

事業計画書の概要版、こちらを使って、ま

た説明のほうさせていただきたいと思いま

す。 

  座って説明させてもらってよろしいです

か。 

○委員長（秋元美智子君） 

  どうぞ、次からもう座ってください。 

○保険課長（桑原康男君） 

  第７期の総括についてですけれども、概

要の１ページ、左上です。 

  計画策定の趣旨のところにおきまして、

第７期豊能町高齢者福祉計画及び介護保険

事業計画について、「生きがいをもてるま

ち、健やかに安心して暮らせるまち」を基

本理念として、豊能町における地域包括ケ

アシステムの構築、深化・推進と高齢者福

祉の充実に向けた取組を進めてまいりまし

たことを記載しております。 

  右側２ページの２番目の項、重点的な課

題としまして、第７期の取組を検証しまし

て現状を分析し、課題として取りまとめを

いたしました。 

  まず、後期高齢者や高齢者世帯の増加に 

よるサービス需要の伸びへの対応、健康維

持・介護予防の促進、医療と介護の連携体

制の強化、認知症高齢者への対応、担い手

となる介護人材・労働力の不足、そしてこ

れは現況において必要な感染症・災害への

対策、これらを重点的な課題としておりま

す。 

  このような状況や国の動向などを踏まえ

て、第７期の計画の取組を継承・発展させ

ることとし、第８期計画につきましては、

次のページ、絵の描いてるページですが、

「地域で支え合いながら、自分らしく暮ら

せるまち」これを基本理念に、高齢者一人

ひとりが、どのような心身の状況にあって

も、自分らしく、住み慣れた地域の中で支

え合いながら、安心して暮らしていけるま
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ちづくりを目指すことといたします。 

  そのために、介護保険や高齢者福祉など

のフォーマルなサービスだけでなく、ボラ

ンティアや住民組織などのインフォーマル

なサービス、ご近所づきあい、そして自分

自身でできることも組み合わせて、自分ら

しい暮らしを続けていける体制づくりを進

めるとともに、家族や親しい友人、よく行

くお店や公園、なじみの関係、なじみの場

所で、マイペースな日常生活を送ることが

でき、心身の状態が変化しても、できる限

りこれまでの生活に近い形で暮らしていく

ための仕組みづくりを推進いたしますとあ

ります。 

  そのための基本目標としまして、右のペ

ージ、４ページに基本目標の１から５まで

を掲げ、１ページめくっていただきまして、

５ページの見出しの４になります。 

  施策の展開としまして、基本目標の１．

自分らしい暮らしを叶えるための仕組みづ

くりは、一人ひとりが健康維持に取り組み、

様々な社会資源を効率的かつ効果的に活用

し、支え合える地域包括ケアシステムの仕

組みづくりをさらに進めてまいりますこと。 

  基本目標の２は、地域包括支援センター

の機能強化と地域ケア会議等の推進。 

  基本目標の３は、認知症ケアの推進。 

  基本目標の４は、権利擁護の推進。 

  そして、基本目標の５では、安心して暮

らせるまちづくりを掲げまして、新たな感

染症の発生・拡大や近年多発・甚大化して 

いる自然災害などに関し、支援体制の充実 

を図り、安心して暮らせるまちづくりを進 

め、また、高齢者にとって暮らしやすい環

境を整えるため、福祉のまちづくりを推進 

しますことをそれぞれ掲げております。 

  今後、この計画に沿った施策を展開し、

高齢者の方々が住み慣れた地域の中で支え

合いながら、安心して暮らしていけるまち

づくりを目指していきますので、御協力を

よろしくお願いいたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  ７期の総括を第８期のほうに反映したと

いうように取ったんですけどれども、７期

について、決算でよく事業総括公開でＡＢ

Ｃやってますけれども、７期についてはＡ

ＢＣでやってもらったら、どんな感じにな

るんでしょうか。 

  それははっきり言えないかもしれません

けど、大体の７期としての計画としてここ

までできたという、ＡＢＣでやればどんな

もんですかね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  はっきりした指標に基づくものではない

ので、いずれそういった計画書の中にどれ

ぐらいの達成度合いかというのは分かるよ

うにしたいと思うんですけれども、ほぼＡ

に近いＢかなと。 

○委員長（秋元美智子君） 

  自信もってＡとおっしゃっていただけた

ほうが。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  最後１点ですけど、介護給付費準備基金

なんですけど、使い方はこれ大賛成です。

今後の豊能町の高齢者、高齢化に伴います、

やはりこれから大変になりますので、そう

いうときには使っていただいたほうがいい

というように感じておりまして、特に第９

期、２０２５年問題、団塊の世代の方が後

期高齢者になる時期ですけれども、このと

きに引下げ額が１２８円ということは１２
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８円分かかるというふうに解釈したらいい

と思うんですけれども、これだけの分で何

とか行けるだろう。 

  ところが、１２期、１３期、１４期で、

４９９円から６７０円の間の金額がありま

すけれども、９期は２０２５年問題があっ

て、あと１２、１３、１４は上のほうに書

いてますけど、高齢者人口や保険給付の増

加等と書いてますけれども、これだけの要

因として考えていいんですかね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  豊能町の場合、全国の平均以上に高齢化

が進んでおります。そういった意味で、こ

の時期が前倒しになっていく傾向がござい

ます。それに備えるということでございま

す。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか質疑ございますでしょうか。 

  なければ、質疑終結してよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  高尾です。 

  毎回私は反対しておりますけれども、根

本的に大きな問題が入ってるいうことでご

ざいます。 

  介護保険制度は創設以来、保険料は上が

り続けています。負担割合が２割から３割

負担に引き上げられるなど、弱い者いじめ

が続けられてきています。 

  余剰金は、来年８期に向けての介護給付

基金として置いておくということでござい

ますが、国・府への制度改悪にも反対をし

ておりますので、この介護保険条例改正に

は反対といたします。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか討論ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。本件は原案の

とおり可決と認めることに賛成の方は挙手

願います。 

（多数挙手４：１） 

○委員長（秋元美智子君） 

  挙手多数でございます。よって第９号議

案は原案のとおり可決されました。 

  この際、暫時休憩したいと思います。じ

ゃあ、１０時５０分に再開といたしますの

で、お願いいたします。 

（午前１０時４０分 休憩） 

（午前１０時５０分 再開） 

○委員長（秋元美智子君） 

  休憩前に引き続き、会議を再開いたしま

す。 

  第１０号議案、豊能町指定居宅介護支援

事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準を定める

条例改正の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  失礼します。座って説明させていただき

ます。 

  保険課、桑原です。 

  豊能町指定居宅介護支援事業者の指定並

びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準を定める条例改正の件、

第１０号議案について、提案理由の説明を

いたします。 

  本件につきましては、介護保険法の規定



17 

により、居宅介護支援事業所の人員に関す

る基準を条例で定めるに当たっては、厚生

労働省令で定める基準に従い定めるものと

されております。 

  この厚生労働省令で定める介護サービス

等に係る基準については、３年に一度介護

報酬に係る改定と併せて社会保障審議会介

護給付費分科会の審議を踏まえた改正が行

われております。 

  令和３年度においても、介護報酬に係る

改定が行われることに合わせ、関係省令に

ついての所要の改正が行われましたので、

省令と同様の改正を行う必要性が生じたも

のでございます。 

  それでは、概要及び新旧対照表も併せて

御覧ください。 

  今回の改正内容としましては、まず、①

高齢者虐待防止の推進としまして、利用者

の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、

虐待の発生またはその再発防止のための委

員会の開催、指針の整備、研修を実施する

とともに、これらの措置を適切に実施する

ための担当者を定めること等を義務づける

ものでございます。 

  ②の介護サービス等に係るデータベース

の活用につきましては、データベースを活

用した計画の作成や事業所単位でのＰＤＣ

Ａサイクルの推進、ケアの質の向上を推奨

するものでございます。 

  ③質の高いケアマネジメントの推進とは、

ケアマネジメントの公正・中立性の確保を

図る観点から、作成したケアプランにおけ

る各サービスの割合、ケアプランに位置付

けされたサービスごとの提供回数のうち、

同一事業者によって提供されたものの割合

について、利用者に説明を行うことを求め

るものでございます。 

  ④生活援助の訪問回数の多い利用者等へ

の対応とは、区分支給限度基準額の利用割

合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの

大部分を占める等のケアプランを点検・検

証する仕組みを導入するものでございます。 

  ⑤会議や多職種連携におけるＩＣＴの活

用につきましては、運営基準において実施

が求められる各種会議等について感染防止

や多職種連携の促進の観点から、テレビ電

話等を活用しての実施を認めるものです。 

  ハラスメント対策の強化は、適切なハラ

スメント対策を強化する観点から、事業者

の責務を踏まえた適切なハラスメント対策

を求めるものでございます。 

  ⑦業務継続に向けた取組の強化は、感染

症や災害が発生した場合であっても、必要

な介護サービスが継続的に提供できる体制

を構築する観点から、業務継続に向けた計

画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を

義務づけるものでございます。 

  ⑧感染症対策の強化は、感染症の発生及

び蔓延等に関する取組の徹底を求める観点

から、指針の整備、研修の実施、訓練の実

施などの取組を義務づけるものでございま

す。 

  ⑨運営規程等の掲示に係る見直しについ

ては、利用者の利便性向上や事業者の業務

負担軽減の観点から、運営規程等の重要事

項について、事業所の掲示だけでなく、事

業所に閲覧可能な形で備えること等を可能

とするものでございます。 

  ⑩利用者への説明・同意等に係る見直し

につきましては、利用者の利便性向上や事

業者の業務負担軽減の観点から、ケアプラ

ンや重要事項説明書等に係る利用者等への

説明・同意のうち、書面で行うものについ

て電磁的記録による対応を原則認めるもの

とするものでございます。 

  これら施行期日は、令和３年４月１日と

いたしまして、そのうち④の生活援助の訪

問回数の多い利用者等への対応に係る規定
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につきましては、令和３年１０月１日から

施行といたします。 

  経過措置につきましては、このたびの改

正で新たに義務化された事項につきまして

は、令和６年３月３１日までは努力義務と

するものでございます。 

  説明は以上です。御審査いただき、御決

定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  永谷です。 

  第１０号議案なんですけど、これに係る

といいますか、実際に運用されていくもの

なんですけれども、この町内の事業者が、

もし分かれば東・西と分けていただいて、

何社ぐらいあるか、お伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（秋元美智子君） 

  お願いします。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  町内７か所ございまして、東地区のほう

で３事業所、西地区のほうで４事業所にな

ってます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  あと、１番から１０番まで項目ありまし

て、施行期日、経過措置等が書いてあるん

ですけれども、１番、７番、８番について

は３年後というこの猶予期間があるという

ことなんですけれども。 

  これの例えば、４月１日以降の分につき

ましては、あと４番については１０月、半

年後なんですけれども、これの実質、この

ようにしていくという話が出ておりますけ

れども、これの町としての実際にやってる

かどうかというその判断といいますか、チ

ェックですね、それはどのような形でされ

るのか、お伺いします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  実はこの事務につきましては、広域福祉

課、２市２町で行っております。 

  ですので、実際に指導監督、そういった

ことは、広域福祉課のほうで行うこととな

っております。 

  施行期日をずらしてる分につきましては、

こういった検査等の体制を整えるチェック

リスト等、マニュアル等の整備のために期

間を置いてるものでございます。 

  また、努力義務期間を設けてる分につき

ましては、内容を見ていただきましたら御

理解いただけますとおり、やはり事業所と

して必要な項目、基準に上げるまでもなく

皆さん対応はされてるかと思うんですけれ

ども、このたびの改正において義務とされ

ました。 

  でも、４月１日からの義務にするという

のはちょっと急過ぎますので、努力義務規

定の期間も設けてるというような形でござ

います。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  当然のことなんです。これをもしできな

かったら指定は外されるという、そういう

解釈でいいんですか。もしくは何かあるの

かどうか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 
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  保険課、桑原です。 

  指導の対象になります。 

  年１回報告をいただきますので、もちろ

んその事業所のほうでやってなければ、で

きてない旨のことを言われる、書かれるこ

とになりますので、そこの際にはちゃんと

整備してくださいということは指導できる

かと思います。 

  それに何度も従わない場合には、そぐわ

ない事業所として指定の取消し等も最終的

には書かれる。 

  更新がありますので、その際には、きち

んとそういった要件を満たしていない場合

は、更新そのものができないことになるか

と思います。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか、ございますでしょうか。 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  １８ページにあります電磁的記録等とい

う括弧つきで新たに設けてあるんですけれ

ども、これについては、個人のデータ漏え

い防止対策とか、個人情報保護の厳格な運

用が求められなければならないですが、こ

の点についてはこれからそういう対策をと

るように指示されていくのか、これ今豊能

町がするわけではないようなことをおっし

ゃったんですけれども、この点はいかがで

すか、そういう話は詰めておられるのかお

聞きします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  この電磁的記録等の管理につきましても、

整備の対象になるかと考えておるところで

ございます。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  整備の対象になってましたけど、答えに

なってるかな。 

  どうぞ、よろしい。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  それは、新たに項目としてはどこになる

のか分からないけど、経過措置のところに

入るんでしょうか。 

  この点について、しっかりとやはり把握

していくように求めていってほしいと思い

ます。豊能町として、やはり大切な新たな

取組として、これは行われると思いますの

で、その点しっかりと把握していっていた

だきたいと思いますが。よろしいでしょう

か。 

○委員長（秋元美智子君） 

  確認しますが、今の高尾副委員長の質問

の３５条というのは、ここの説明文の⑩に

当たるんですかね。 

  お願いします。桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  １０番のところになります。 

○委員長（秋元美智子君） 

  分かりました。 

  ほか、ございますでしょうか。 

  井川委員。 

○委員（井川佳子君） 

  井川です。 

  感染症対策として⑤ですね、テレビ会議

等で周知を図るようにと書いてありますけ

ど、そのテレビ会議の環境をこの町内の７

業者さんというのは、もう既に整っている

ということは把握されているんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  お願いします。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 



20 

  これはテレビ会議等でもできるというふ

うな規定になりますので、必ずしもそうい

ったＩＣＴを整備しろという基準にはなっ

てない。 

  ですので、今までどおりの方法でやって

いただいてもいいですし、ＩＣＴを活用し

て利便性とかも感染症対策を講じていただ

くということも可能だというものでござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか、ございますでしょうか。 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  １６ページのところの真ん中あたりです

けれども、（２０の２）の欄です。このと

ころから８段目ぐらいに、町からの求めが

あった場合には、というところが文章に入

っているんですけれども、この点について、

今までもこういう町から求めがあったいう

ようなことがあったのかどうか、これはこ

れからの一部改正ですからね、今まではそ

ういうことがあったのかどうか、お聞きし

ます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  ケアプランにつきまして、町のほうでも

審査をしております。ですので、一定基準

がありまして、それを超えるようなケアプ

ランの場合は、その理由について説明は求

めてきていた、これまでもです。 

  ですので、必要性について説明を受けま

して、理由のある利用の場合は問題になら

ないものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  あったということですね。 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  そのことでは改善されてきたということ

が言えるんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  適正なケアプランの作成に資したものだ

と考えております。 

○委員長（秋元美智子君） 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  今、福祉関係の人員が大変困難だと言わ

れているんですけれども、これが経過措置

もありますけれども、その人員を確保する

ことに関しての相談なんかもあるかと思う

んですけれども、その点についても豊能町

としては確実に確認していくいうことにな

るのかどうか、お伺いします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  人材確保の件についてですけれども、介

護事業計画におきましても、こういったの

が重点的な課題の１つとして挙げておりま

す。 

  これを定めるに当たりまして、事業所の

状況把握のためのニーズの把握ですね、そ

れのため連絡会を立ち上げまして、事業所

等のヒアリングを行いました。 

  また、近隣市町ともそういった問題の共

有をしておりますので、そちらとの連携、

情報交換等をしておるところでございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 

  ほか、ございますでしょうか。なければ、

質疑終結したいと思いますので。 
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（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。本件は原案の

とおり可決と認めることに賛成の方は挙手

願います。 

（全員挙手） 

○委員長（秋元美智子君） 

  挙手全員であります。よって第１０号議

案は原案のとおり可決されました。 

  第１２号議案、豊能町立公民館条例等の

件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  お疲れさまです。生涯学習課、中谷です。 

  第１２号議案、豊能町立公民館条例等改

正の件について、御説明させていただきま

す。 

  議案書の２２ページをお開きください。

併せて、議案概要も御覧いただけたらと思

います。 

  今回、改正させていただく条例は、豊能

町立公民館条例、豊能町立ふれあい広場条

例、豊能町立文化ホール条例、豊能町立総

合体育施設条例、豊能町立スポーツ広場条

例、以上の５つの条例でございます。 

  提案理由といたしましては、施設の使用

料及び利用料金につきまして、後納するこ

とができるようにするためでございます。 

  今回の提案の背景としましては、昨年か

らの新型コロナウイルスの影響で、臨時閉

館や自主的に活動を自粛されました各施設

における使用料及び利用料の返金作業とい

うものが出てくることが予想されました。 

  事前の対応策としまして、西公民館を例

に挙げますと、毎回施設利用時に料金を徴

収させていただくということで対応してき

ました。これがなければ返金作業はかなり

数が出てくるということが予想されました

んで、事前にそういうような対応をさせて

いただいたというところです。以後、今こ

ういうようなコロナが感染が広がったり、

落ち着いたりということを繰り返しますの

で、去年以降ずっとそのような形で１回１

回窓口で料金を徴収させていただくという

ような形で、今もそういう形で続けており

ます。 

  やはり公民館が一番多いんですけれども、

利用者の方からまとめて精算できないか、

同じような利用者の方、数多く使われてお

りますので、１回１回窓口で払うんではな

くて、まとめて精算できないものかという

要望も多々ございました。 

  そこで、それに対応させていただくとい

うことで、今回提案させていただいており

ます。 

  今回の提案ですが、全てを後納というこ

とでするのではなくて、施設によってこれ

までどおり前払いという形で、ユーベルホ

ールなどはこれまでどおり前払いという形

でさせていただきたいと思っております。 

  その施設にとって、また、利用者の方に

とって最良な料金体系で料金を徴収させて

いただきたいというところが本来の趣旨で

ございます。 

  なお、施行期日は今年の令和３年４月１

日から、経過措置としまして、施行日以後

の許可に係る使用または利用から適用とい

うことで考えております。 

  説明は以上になります。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 
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  これより、本件に対する質疑を行います。 

  井川委員。 

○委員（井川佳子君） 

  井川です。 

  後納もできるということなんですけれど

も、私どもでは当日のとき払うというよう

なことをしておりまして、１回ずつ払って

たんですけど、後納もできるようになれば、

うがった考え方なんですけど、ごめんなさ

いね、こんなことを言ったらあれなんです

けど、皆さん善意で活動されてるのに、こ

んなことを言ったら失礼なんですけど、滞

納というのもちょっと考えられたりしない

のかなと、そこだけ１点心配でありまして、

そういうような滞納が起こらないような工

夫というのはどうなさるおつもりですかね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  基本的には、毎回というか、結構ヘビー

に使っていただける方を対象にしようと思

っております。 

  ということは、次の月にも使っていただ

くということがありますので、もしお支払

いがなければ、そこら辺ペナルティーを課

させていただいて、次の月から使えないよ

うにというようなことにさせていただこう

かなと思っております。 

  回数が少ない方、もしくは、いわゆる一

見さんというような方は、今までどおり窓

口で徴収してということで対応したいと思

っております。 

  後納の場合は、今考えておりますのは、

一定の後納の申請出していただいてという

ことで、基本的には社会教育登録団体に登

録されている団体ということで、使い逃げ

ということは基本はないかなと考えており

ます。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか、質疑ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  質疑を終結したいと思います。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。本件は原案の

とおり可決と認めることに賛成の方は挙手

願います。 

（全員挙手） 

○委員長（秋元美智子君） 

  挙手全員であります。よって第１２号議

案は原案のとおり可決されました。 

  第１４号議案、令和２年度豊能町一般会

計補正予算（第１０回）の関連部分のみを

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。順次発言を

お願いいたします。 

  どうぞ、桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  それでは、令和２年度一般会計補正予算

の内容につきまして、御説明申し上げます。

歳出から御説明申し上げます。 

  今回の補正では、事業費の確定に伴う不

用額の減額と歳入の確定に伴う財源振替に

ついての説明は省略させていただきますの

で、御了承願います。 

  ２３ページをお開きください。 

  款３・民生費、項１・社会福祉費、目

２・老人福祉費の３．介護保険特別会計事

業勘定繰出金事業でありますが、低所得者

への保険料軽減措置に係る費用を介護保険

特別会計に繰り出しするものであります。 

  続きまして、目１０・後期高齢者医療費
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の１．後期高齢者医療特別会計繰出金事業

でありますが、保険基盤安定制度に係る費

用を後期高齢者医療特別会計に繰り出して

いるものであります。 

  事業の実績に伴い、事業費の繰出金は減

額となるため、トータルから補正額が減額

となってるものでございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  吉澤義務教育課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。こんにちは。お

世話になります。 

  私のほうは、補正予算書の２８ページを

御覧ください。 

  款１０・教育費、項１・教育総務費、目

２・事務局費、説明欄５に記載されており

ます学校教育充実事業についてですが、感

染症対策等の学校教育活動継続事業として

補助金を申請しています事業で、事業内容

としましては、ＧＩＧＡスクール構想に関

連して、タブレット端末に教育支援ソフト

を導入し、各学校において、そのソフトの

活用方法の研修を教職員向けに行うもので

す。 

  また、本事業につきましては、補正予算

書の６ページにある繰越明許費に挙げてい

ますとおり、年度内に事業が完了する見込

みがないため繰越しするものです。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  では、続きまして、補正予算書２８ペー

ジ及び２９ページを御覧ください。 

  款１０・教育費、項１・教育総務費、目

２・事務局費の説明欄の１１．子ども・子

育て支援事業、予算書は２９ページになり

ます。 

  償還金の２１８万3,０００円は、令和元

年度に、国や大阪府から受けた補助金や交

付金が確定したことに伴う償還金です。 

  説明は以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  続きまして、３０ページをお開き願いた

いと思います。 

  項５・社会教育費、目４・図書館運営費

の３．図書館管理事業でございますが、こ

ちらは図書館の空調機器整備に係る費用に

ついて補正するものでございます。 

  なお、この予算につきましては、６ペー

ジの第２表、繰越明許費（追加）の下から

２段目に載っております事業でございまし

て、年度内に事業が完了する見込みがない

ので、繰越しするものでございます。 

  歳出は以上となります。 

○委員長（秋元美智子君） 

  吉澤義務教育課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤でございます。 

  ただいまからは、歳入のほうの説明をさ

せていただきます。補正予算書の１６ペー

ジを御覧ください。 

  款１５・国庫支出金、項２・国庫補助金、

目６・教育費国庫補助金、節１・事務局費

国庫補助金、説明欄７の新型コロナウイル

ス感染症地方創生臨時交付金につきまして

は、歳出のところで御説明させていただき

ました感染症対策等の学校教育活動継続支

援事業の国庫負担分の２分の１の補助金の

分です。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  同じく、１６ページ、節６・図書館運営

費国庫補助金の２．新型コロナウイルス感
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染症対応地方創生臨時交付金でありますが、

歳出のところで御説明申し上げました図書

館の空調機器整備に係る費用についての国

庫補助金でございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  同じく１６ページです。 

  款１６・府支出金、項１・府負担金、目

２・民生費府負担金、節２・老人福祉費府

負担金でありますが、低所得者への保険料

軽減措置に係る介護保険特別会計事業勘定

への繰出金に係る府負担金であります。 

  次の目４・後期高齢者医療費府負担金で

ありますが、歳出のところで御説明申し上

げました保険基盤安定制度に係る後期高齢

者医療特別会計繰出金に係る府負担金でご

ざいます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  吉澤義務教育課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課の吉澤です。 

  補正予算書の１７ページを御覧ください。 

  款１６・府支出金、項２・府補助金、目

８・教育費府補助金、節１・事務局費府補

助金、説明欄の９．学校保健特別対策事業

費府補助金につきましては、歳出で説明し

ました感染症対策等の学校教育活動継続支

援事業の府負担金の２分の１補助の分です。 

  歳入につきましては以上です。 

  説明は以上になります。よろしく御審議

いただき、御決定賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 

  これより、本件に対する質疑を行います。 

  井川委員。 

○委員（井川佳子君） 

  ３０ページでございます。図書館管理事

業でございます。コロナ対策のお金でこの

空調整備ができるということなんですけれ

ども、ごめんなさい、繰越しやと聞いたん

ですけど、令和３年、いつ頃に完成の予定

を見込んでいらっしゃいますか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  年度替わりましたら、契約の作業をすぐ

に進めたいと思ってます。 

  工期のほうは、機器の製作とかあります

ので、約５か月かかることになりますので、

契約後５か月後に完成ということで、なる

べく早く進めたいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか、ございますでしょうか。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  同じ図書館で３０ページです。空調機の

話で、通常は空調機、そういうときは、冬

場・夏場の合間をとってやるんですけれど

も、今回はコロナの交付金を使うことによ

って、要するに繰越しして、新年度で行う

ということでよろしいんですね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  お願いいたします。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  今、おっしゃったとおりです。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  永谷です。 

  ２８ページなんですけど、先ほどのＧＩ

ＧＡスクールに係る研修等に係るソフトと
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か、その辺にかかる費用で計上されておる

んですけれども、先生方に対しての研修と

いうことをお伺いしましたけれども、これ

については、ソフトはどんだけ買うか分か

りませんけれども、研修については１か所

でやられるのか、あと校区ごとにされるの

か、どういうふうに考えておられますか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  吉澤義務教育課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課の吉澤です。 

  学校の先生方も大変お忙しいですので、

できることであれば、各校に講師を派遣し

て、各校ごとで研修をしたいなと思ってお

ります。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  ２３ページの児童手当支給事業、法律等

に基づく扶助費が３３８万円の減額になっ

ているんですけど、これの要因は何でしょ

う。 

○委員長（秋元美智子君） 

  仲村福祉課長。 

○福祉課長（仲村晴好君） 

  福祉課の仲村です。 

  児童手当なんですけれども、毎年、子ど

もの数が減っております。 

  ちなみになんですけれども、令和２年の

１月末と令和３年１月末の年齢別人口を比

べますと、１月末が１５歳以下で1,３９５

人、令和３年１月末で1,３５２人、４３人

減少しております。要因はこれらのことで

ございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  質疑、ほかございますでしょうか。 

  西岡委員、どうぞ。 

○委員（西岡義克君） 

  減額のところがほとんど説明なかったん

で、原因をちょっと知りたいと思うんです

けど、全部聞かない、教育費のところだけ

お聞きしたいと思います。 

  ２８ページの子ども・子育て支援事業、

これ３７４万7,０００円の減額になってま

すけど、この原因は何ですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  子ども・子育て支援事業、全部で３７４

万7,０００円の減額ですが、このうち負担

金として５７３万円の減額。 

  これは、保育教育給付負担金４７３万円、

施設等利用給付費負担金。これは町内に住

んでいる子どもたち、町外の私立の幼稚園

や認定こども園、もしくは保育所等に通わ

れている場合、そこの施設に対する負担金

ですが、今年度行かれてる実績に基づいて

お支払いする負担金を減額している、これ

が主な理由になります。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  そうしたら、事業でどういうこと、内容

的には、参加は少ないいうこと。 

○委員長（秋元美智子君） 

  竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  実際に私立のこども園とかに入園・入所

している子どもの数が予定していたよりも

少なかった、そういうことです。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 
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  それと、２９ページの奨学費のところで

すけれども、これ貸付金、これもやっぱり

申込みが少なかったのかどうか、この原因

は何ですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  お願いします。 

  入江教育総務課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  委員おっしゃるとおり、申込みが少なか

ったいうのが主な原因です。 

  当初では、それぞれの貸付けの枠がござ

いまして、一応枠の人数を当初で計上させ

ていただいております。 

  例えば、高校生、大学生だったら５名以

内というような形で計上しておりますので、

額はその分多い状況です。 

  今年度で言いますと、高校生１名、大学

生１名の申込みがございました。なので、

その差額が主に減額の要因ということでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  減額は、３０ページですか、文化振興事

業、これ２７０万。この原因はやっぱり文

化ホールを使用してない、コロナの関係で

すか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  新型コロナの影響により、公演のほうを

中止しておりますので、業務委託料は自主

公演が主なものとなっております。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  同じように、スポーツ振興費のシートス

管理事業、これも同様の原因ですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  お願いします。 

  中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  こちらの業務委託料は、令和３年度の予

算で予定しております防水の工事の前年度

に実施設計やりましたその契約の差金です。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか、ございますでしょうか。よろしい

ですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  では、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。本件は原案の

とおり可決と認めることに賛成の方は挙手

願います。 

（全員挙手） 

○委員長（秋元美智子君） 

  挙手全員であります。よって第１４号議

案は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、第１５号議案、令和２年度

豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２回）の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  桑原保険課長。長くなるようでしたら、

どうぞ座ってください。 

○保険課長（桑原康男君） 

  それでは、第１５号議案、令和２年度豊

能町後期高齢者医療特別会計補正予算につ

きまして、提案理由の御説明を申し上げま
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す。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  令和２年度豊能町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２回）でございます。第１

条といたしまして、既定の歳入歳出予算の

総額にそれぞれ５６９万円増額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億7,５

５９万7,０００円とするものでございます。 

  それでは、歳出より御説明させていただ

きます。 

  ６ページをお開き願います。 

  款１・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の後期高齢者医療事務事業

は、システム改修に係る業務委託料を３６

７万3,０００円減額補正するものです。 

  款２・後期高齢者医療広域連合納付金の

９３６万3,０００円につきましては、主に

保険料の徴収残相当分等の増加による補正

でございます。 

  続きまして、歳入でございます。 

  ５ページをお開き願います。 

  款１・後期高齢者医療保険料の特別徴収

保険料９１３万2,０００円と款３・繰入金、

目２・保険基盤安定繰入金２３万2,０００

円を合わせました額を、先ほど歳出で御説

明させていただきました広域連合への納付

金の財源とするものでございます。 

  款３・繰入金の目１・事務費繰入金は、

歳出で御説明させていただきました業務委

託料の減について補正するものでございま

す。 

  説明は以上です。御審査いただき、御決

定賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これより質疑を行います。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  ６ページ、歳出の後期高齢者医療事務事

業、システム改修に係って３６７万3,００

０円の減額なんですけれども、具体な内容

を教えてください。 

○委員長（秋元美智子君） 

  お願いします、桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  税制改正に伴うシステム改修でございま

す。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  先ほどシステム改修上がっておりまして、

何でこんだけ３６７万3,０００円の減額、

要するに入札差金なのか、その辺よく分か

らないので、詳しく説明をお願いします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  内容としましては、１２月補正でシステ

ム改修の対応として補正予算化さかせてい

ただいたところでございます。 

  内容が税制改正に係るシステム改修とい

うことで、ベンダーとの基本契約がござい

ます。その中で、通常必要とされる部分に

ついては新たな費用を徴収しないというこ

とが基本契約の中にうたわれておりました

ので、その分と今回の分の整合を取りまし

て、追加する分で町で負担する分とあと、

補助がある分と精査した上で、残った額が

今回減額させてもらったということでござ

います。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  ちょっとよく分かりませんけれども、結

局計上しなくてよかったものを計上したと

いうことでいいんですか。そういうふうに
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私は解釈したんですけど。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  業者のほうから見積りが上がってきまし

た。なので、その額で予算化させていただ

いたんですけれども、最終的には、補助金

が国から出ますので、その額で契約させて

もらおうということになりましたので、最

初の額よりも下がっているということでご

ざいます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  補助金の金額は分かりませんけれども、

それが前もって分かっていたら、それにつ

いては計上する必要がなかったんじゃない

んですか、お伺いします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  当初頂いた見積書、その額をもって予算

措置させてもらいましたので。 

○委員長（秋元美智子君） 

  先ほどの説明の中で、見積りの中からこ

れは払わなくていい対応外のお金とか、そ

んなふうな説明もあったと思いますので、

業者の見積りそのものが不必要なものが入

っていたのか、行政が見たら、これは継続

だから要らないとか、何かそういったふう

などんな手順でここに、減に至ったんです

かという質問だと思いますが。 

○委員長（秋元美智子君） 

  お願いします。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  最初に見積りもらったときには、そうい

った補助額がどの程度かということがちょ

っと明らかでなかったのが実際のところで

す。 

  ですので、フルで必要な額を予算措置さ

せていただいたんですけれども、実際のと

ころは、国のほうからの補助が出ておりま

すので、その確定をもちまして、その差額

で契約をさせてもらうというほうにさせて

いただいたところでございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  当初は国の補助金が分かってなかった。

ですから、見積りをとって、こんだけ入っ

てますと。 

  しかしながら、後から補助金こんだけ金

額出てきたから、実は減額したという、そ

ういう解釈ですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  結果としまして、町の持ち出しをゼロに

したいというのが意図でございます。 

  ですので、補助金の範囲で事業が行えた

ということです。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  しつこく言いますけど、当初は補助金が

使えるというか、出るか分かりませんでし

た。分からない状態で業者に対してこんだ

けシステム改修係る見積りを取りました。

その経過の中で、国からの補助金が使える

ことが分かったので、それを使いましたと

いうことで、この分だけを減額したという

ことでいいんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 
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  その流れかどうかだけ、お願いします。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  そういうことで。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  その下の後期高齢者医療広域連合納付金

事業９６３万3,０００円ですかね、これ負

担金当然あるんですけれども、９６３万3,

０００円というのは、これ大阪府内、当然

大阪府の後期高齢者になると思うんですけ

れども、町のこの負担金というのは、府全

体の割合です、何％になるのか、ちょっと

教えてください。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  この分の額につきましては、後期高齢者

医療の保険料が納付いただいた額が増えて

おりますので、その分を納付するという形

で。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか、ございますか。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  後期高齢者保険というのは、保険料とい

うのは、７５歳以上になると１割じゃない

ですかね、保険料、じゃないの、納める保

険料。１割じゃない、一緒に払う。 

○委員長（秋元美智子君） 

  どうぞ、質問してください。 

  今の質問で分かりました。申し訳ない、

小寺委員、もう一遍お願いします。 

○委員（小寺正人君） 

  ７５歳以上の後期高齢者の保険料は幾ら

なんですかというと、大体１０％と聞いて

るけど、じゃないんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  後期高齢者医療の賦課につきましては、

広域連合が行っております。 

  所得割として約１０％はちょっと下回っ

たと思うんですが、それと均等割５万円と

の合計額が保険料として納めていただく額

となります。 

  ですので、１割とか３割とかというのは、

それは医療費の自己負担額の割合のことを

おっしゃっているのではないでしょうか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  多分ですよ、１０％だと思うんだけど、

ほかの健康保険、国民健康保険や社会保険

から来るやつがあるじゃないですか、後期

高齢者、それの分が上がってきたというこ

とじゃないの、これ。 

○委員長（秋元美智子君） 

  お願いします。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  これは保険料の増収分というか、想定額

が増加した分相当額に当たります。 

○委員長（秋元美智子君） 

  保険料ですよ、徴収分です。 

  よろしいですか。ほか、質疑の方、いら

っしゃいます。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  なしですね。 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 
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  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。本件は原案の

とおり可決と認めることに賛成の方は挙手

願います。 

（全員挙手） 

○委員長（秋元美智子君） 

  挙手全員であります。よって第１５号議

案は原案のとおり可決されました。 

  第１６号議案、令和２年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定補正予算（第４回）の

件を議題といたします。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  長いようでしたら、どうぞ。 

○保険課長（桑原康男君） 

  短くすませていただきます。 

  第１６号議案、令和２年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定補正予算の件について、

説明させていただきます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  令和２年度豊能町介護保険特別会計事業

勘定補正予算（第４回）でございます。 

  第１条といたしまして、歳入歳出予算の

補正の款項の区分、及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表歳入歳出補正予算によるものでござ

います。 

  それでは、本件につきましては、歳入の

ほうから御説明させていただきます。 

  お手元の補正予算書の７ページをお開き

ください。 

  款６・繰入金、項１・一般会計繰入金、

目５・低所得者保険料軽減繰入金１１７万5,

０００円は、低所得者の保険料を軽減する

ため、国・府の公費による保険料軽減負担

金を受け入れた一般会計から、町の負担分

を上乗せして介護保険特別会計に繰入れす

るものでございます。 

  １ページ戻っていただきまして、６ペー

ジの下段、款３・国庫支出金、項２・国庫

補助金、目１・調整交付金及び目７・介護

保険災害等臨時特例補助金は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響による保険料の減免

措置に係る国の財政支援分でございます。 

  それでは、歳入の増加分について、６ペ

ージの上段、目１・第１号被保険者保険料

の特別徴収・普通徴収を案分の上、同じ額

を減額して財源調整します。 

  ８ページ以降の歳出につきましては、全

ての保険給付金について財源振替を行いま

すので、金額の増減等はございません。 

  説明は以上です。御審査いただき、御決

定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これより、本件に対する質疑を行います。    

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  ７ページの低所得者保険料軽減繰入金、

１１７万5,０００円ありますけれども、こ

れは何名分に相当するんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  ６月にも一度補正させていただいており

まして、今回最終で必要な人数を出してお

ります。その差が１０２人で、合計で対象

になる人数が1,８１２人がこの低所得者の

軽減の対象になる人数になっております。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  ６ページの下の介護保険災害等臨時特別

補助金のコロナウイルス対応ということで
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聞いたんですけれども、もう少し具体的な

内容を教えてほしいんですけれども、どう

いうことをされたのか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  これは、介護保険料の減免です。 

  ですので、コロナウイルスの影響によっ

て収入が減少された方につきまして、介護

保険料の減免措置を行っております。 

  内容を詳しく言いますと、この内訳とし

ましては、１３人が対象となりまして、こ

ちらの国庫補助額とあと調整交付金を合わ

せまして、５８万4,０００円が減免した総

額になります。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか、質疑ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  ないようでしたら、終結いたします。 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。本件は原案の

とおり可決と認めることに賛成の方は挙手

願います。 

（全員挙手） 

○委員長（秋元美智子君） 

  挙手全員であります。よって第１６号議

案は原案のとおり可決されました。 

  以上で、本委員会に付託された案件は全

て終了いたしました。 

  引き続き、その他について、何かござい

ますででしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  意見ないとみまして、以上をもって委員

会を閉会したいと思いますので、お願いい

たします。 

  これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  異議なしと認めます。よって、本委員会

は閉会することに決定いたしました。 

  これで、本日の会議を閉じます。 

  本委員会の閉会に当たりまして、町長よ

り御挨拶ございます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  本日は、常任委員会の開催、閉会に当た

りまして、御礼を申し上げたいと思います。 

  提案させていただきました議案に対して

御審査賜り、適切に御決定賜りましたこと、

誠にありがとうございます。いただきまし

た御意見に対しましては、執行のときにし

っかりと配慮し、注意を払ってまいりたい

と思います。 

  朝晩寒暖の差が非常に激しくなっており

ますので、皆様方、どうか御自愛をいただ

きまして、本町に対する御支援・御協力を

よろしくお願い申し上げます。 

  本日はありがとうございました。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ありがとうございました。 

  では、これをもって、令和３年豊能町議

会３月定例会議福祉教育常任委員会を閉会

いたします。どうもお疲れさまでした。あ

りがとうございました。 

 

午前１１時４７分 閉会 



 

  以上、会議の次第を記し、これを証する

ためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会福祉教育常任委員会 

      委員長 

 


